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研究要旨 

 健康日本２１（第二次）の推進を研究者の立場からサポートすることを目的に 10 名の研究者

で研究班を組織し、以下の結果を得た。 

１． 健康日本２１（第二次）に関する実践マニュアルを作成し、その普及に向けた研修会を実施

した。 

２． 電話調査の結果、「健康日本２１」について「意味を含めて知っている」または「聞いたこ

とはあるがよく知らない」と回答した者の割合は、13.6％であった。平成 25 年に比べて平

成 26年で認知度が有意に上昇したものは「健康寿命」（34.2％→49.3％）、「ロコモティブシ

ンドローム」（30.2％→35.8％）、「１日の望ましい野菜の量＝350g」（41.6％→50.1％）であ

った。 

３． 平成 22年と 25年の国民生活基礎調査データの解析により、平成 22 年と 25年の日常生活の

制限あり割合は「回答なし」による影響をほとんど受けていないことが示唆された。これに

より、健康寿命（日常生活に支障ない期間）の年次推移を検討することの妥当性が確認され

た。 

４． 父親の教育年数が長くなるにつれて母親の喫煙が出生体重に与える影響が小さくなる傾向

があること、中村は低学歴の者ほど家庭・職場での受動喫煙曝露の割合が高くなることなど

が分かった。 
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Ａ．研究目的 

 平成25年度に始まった「健康日本21（第二次）」

は、今後10年間にわたる国民健康づくり運動の

方向性と各健康課題における目標値を示した

ものであり、その達成はわが国の活力と社会保

障体制のサステナビリティに大きな意味を持

つ。 

 本研究の目的は、以下の４点に関して「健康

日本２１（第二次）」の推進を研究者の立場か

らサポートすることである。第１に健康づくり



運動の具体的な進め方に関する情報・スキルの

提供、第２に PDCA サイクルを重視した事業管

理の体制整備、第３に国民における認知度の向

上、第４に健康格差の現状把握と縮小策の提言

である。以上の目的を果たすため、全体研究と

個別研究を実施する。 

 全体研究では、健康づくり関連職種と国民の

それぞれにおける普及啓発を図るものである。

そのため、健康づくり関連職種を対象に「健康

日本２１（第二次）実践マニュアル」を作成し、

普及のための研修会を開催する。国民に対して

は、Facebookなどを通じた普及啓発の効果を検

討するとともに、健康日本２１や健康寿命など

に関する国民の認知度を毎年調査して状況を

モニタリングする。 

 個別研究では、各研究分担者の専門領域で、

①健康日本２１（第二次）での目標や指標に関

する方法論上の検討とデータ解析、②生活習慣

や健康指標における格差の現状把握と要因解

明、③モデル地域での健康づくり事業の展開と

その評価を行う。①については、橋本が健康寿

命の指標を検討し、横山が中間評価に向けたモ

ニタリング手法を検討し、武見が栄養・食生活

の目標に関する 47 都道府県の健康増進計画に

ついて検討する。②については、伊藤が睡眠時

間に関する都道府県格差を、山縣が母親喫煙と

低出生体重との関連に対する父親学歴の影響

を、中村が年齢階級・学歴・医療保険別の受動

喫煙格差の実態を、それぞれ検討する。③につ

いては、津下、武見と宮地がそれぞれの関係す

る地域で実施し、その効果を評価した。また、

樋口はアルコール関連健康障害を予防するた

めの保健指導と介入を行う。 

 これらの研究成果は「健康日本２１（第二次）

実践マニュアル」や研究班ウェブサイトにも反

映される。これらを通じて、健康づくり関連職

種と国民における健康づくり活動を支援し、も

って「健康日本２１（第二次）」の目標達成に

貢献するものである。 

 

Ｂ．研究方法 

 本研究班は、研究代表者と９名の研究分担者

で構成される。平成 26 年度は、第１回研究班

会議を６月６日に開催して、本年度の研究計画

を協議した。その後、各研究者が相互に連携し

つつ研究を進めた。その後、12月８日に「健康

日本２１（第二次）の推進」に関する実践マニ

ュアル研修会を開催した際に、本年度の研究結

果を取りまとめた。 

 なお、研究方法の詳細については、各分担研

究報告書を参照されたい。 

 

（倫理面への配慮） 

 すべての研究は「疫学研究に関する倫理指針」

を遵守しており、所属施設の倫理委員会の承認

を受けている。個人情報の取り扱いなどの方法

に関する詳細については、各分担研究報告を参

照されたい。 

 

Ｃ．研究結果 

(1) 「健康日本２１（第二次）実践マニュアル」

の作成と研修会の開催 

 全体研究の一環として、「健康日本２１（第

二次）実践マニュアル」を作成した。これまで

の取り組みに基づいて健康日本２１（第二次）

を全国でさらに推進するための実践的なマニ

ュアルを作成することを目標とし、保健衛生職

種（保健師・管理栄養士など）・行政職・医療

保険者などを読者と想定した。総花的なマニュ

アルではなく、効果的な推進方策（とくに PDCA

サイクルの回し方）と好事例の紹介を重点的に

行うことにより、読者が「参考にする・まねる」

ことが可能となるようにすることを目指した。 

 項目と執筆者は、以下の通りである。 

・「アルコール対策」の進め方：樋口 

・「たばこ対策」の進め方：中村 

・「こころの健康・休養」の進め方：伊藤 

・「健康寿命の指標の整理と評価」の進め方：橋

本 

・「中間評価に向けたモニタリング」の進め方：

横山 

・「健やか親子２１との連携」の進め方：山縣 



・「身体活動の推進」の進め方：宮地 

・「肥満・メタボリックシンドローム対策」の進

め方：津下 

・「栄養・食生活対策」の進め方：武見 

 なお「健康日本２１（第二次）実践マニュア

ル」は、研究班ホームページに掲載されている

ので、参照されたい（http://www.pbhealth.med. 

tohoku.ac.jp/japan21/study-session-2.html）。

その普及に向けた研修会を 12 月８日に東京で

開催した。定員 200名で、受講希望者は研究班

ホームページでウェブ登録するよう周知した

ところ、10日間で申込が定員に達した。 

 参加者のうち、アンケートにご回答いただい

た 174名の集計結果を以下に紹介する。参加者

の職種は、保健師・看護師 84名（48.3％）、管

理栄養士・栄養士 39 名（22.4％）、医師６名

（3.4％）、その他 45 名（25.8％）であった。

所属は、行政 98名（56.3％）、医療保険関係 35

名（20.1％）、教育・研究 32 名（18.4％）、そ

の他９名（5.2％）であった。 

 全体を通して講演内容は分かりやすかった

か、との質問に対して、「強くそう思う」45 名

（25.9％）と「そう思う」117 名（67.2％）と

で、約 93％であった。講演内容は今後の活用に

活用できそうか、との質問に対して、「強くそ

う思う」59名（33.9％）と「そう思う」105名

（60.3％）とで、約 95％であった。このように、

受講者から高い評価を受けることができた。な

お、研修会で使用されたスライドは研究班ホー

ムページに掲載されているので、参照されたい

(http://www.pbhealth.med.tohoku.ac.jp/japan2

1/study-session-2.html)。 

(2) 健康日本２１（第二次）に関する健康意

識・認知度調査とその推移 

 全国民における健康日本２１（第二次）に関

する健康意識・認知度を評価することを目的に、

平成 25 年と同 26 年に Random Digit Dialing

（RDD）法を用いて層化無作為に抽出した全国

1,800 人に対して電話調査をそれぞれ行った。

それにより２年間における健康意識・認知度の

推移を検討した結果、「健康寿命」について「意

味を含めて知っている」または「聞いたことは

あるがよく知らない」と回答した者の割合は

49.3％であり、平成 25 年時点の 34.2％と比べ

て有意に高かった。さらに、「ロコモティブシ

ンドローム」や「１日の望ましい野菜の量」に

ついても、それぞれの認知度が 35.8％、50.1％

と、平成 25年と比べて有意に高かった。 

(3) 健康寿命の指標化に関する研究－基礎的

な課題の検討－ 

 健康日本２１（第二次）の健康寿命の指標「日

常生活に制限のない期間の平均」などについて、

基礎的な３課題を検討した。同指標の不健康割

合における関連要因の分析の課題では、国民生

活基礎調査と国民健康・栄養調査のリンクデー

タの解析により、体格や歩行数などが日常生活

の制限ありに関連することを示した。不健康割

合における無回答の分析の課題では、平成 22

年と 25 年の国民生活基礎調査のデータ解析に

より、日常生活の制限の質問への回答なし割合

が年次間で異なること、回答の有無が自覚症状

と通院の状況とあまり関連しないことを示し

た。自覚症状と通院の状況から推計した調査対

象者全体（回答なし者を含む）の日常生活の制

限あり割合について回答者のそれと比較し、平

成 22年と 25年の日常生活の制限あり割合は回

答なしによりほとんど影響を受けていないこ

とが示唆された。また、「健康寿命の算定方法

の指針」の英語訳の課題ではその英語訳を作成

し、海外への情報発信上の重要性が大きいと考

えられた。 

(4) 中間評価に向けたモニタリング手法の開

発に関する研究 

 健康日本２１（第二次）をはじめとする健康

増進に関する施策への取り組みでは、各種調査

統計や健診その他の情報等に基づき、地域の現

状分析と経時的なモニタリングを行って健康

問題の特徴を把握し、健康施策の評価と優先課

題の明確化を行っていく必要がある。昨年度の

研究では、各種統計資料等から得られる膨大な

情報を要約して、地方自治体等において地域の

特徴を容易に把握できる分析手法を提案した。



今年度は健康増進計画のモニタリング・評価の

ための既存の資料やツール等を整理した。 

(5) こころの健康・休養に関する研究 

 こころの健康・休養は、健康に不可欠な要素

であり、健康日本２１（第二次）においても６

つの目標が設定されている。本研究では、これ

ら目標と、WHO が示す精神保健サービスの組織

化の概念、わが国の精神保健サービスの現状の

関係を明らかにし、保健対策における指標活用

について考察した。 

 また、休養の目標である睡眠による休息充足

と、睡眠時間、その性・年齢・都道府県の分布

の関係を検討した。都市部の男女の壮年層にお

いて、睡眠時間の確保に対する対策が必要だと

考えられた。 

 今後、ターゲットとなるポピュレーションに

対する効果的な啓発・広報や、これらの地域社

会における実証が望まれる。 

(6) 次世代の健康に関する目標項目の評価法

の開発に関する研究 

 平成 13（2001）年と平成 22（2010）年に出

生した児を対象とした 21 世紀出生児縦断調査

のデータにおいて、父親の教育年数が長くなる

につれて、母親の喫煙が出生体重に与える影響

が小さくなる傾向を認めた。これらの結果は、

高い社会経済的状況が、母親の喫煙という周産

期予後についてのリスクファクターの影響を

減弱していることを示唆しており、特に、父親

の学歴が社会経済的因子として、強く影響して

いることを示唆した。 

(7) 健康日本２１推進に向けて〜肥満・メタボ

リックシンドローム対策に関する研究 

 市町村の生活習慣病対策推進支援：愛知県内

２市において、肥満等の生活習慣病対策の推進

方策を、環境面・保健事業面で検討した。蒲郡

市では、メタボリックシンドロームの割合が高

かったことをきっかけに、「健康化政策全庁的

推進プロジェクト」開始。ワーキンググループ

活動のほか、市民 1万人をまき込んだ事業「体

重測定 100日チャレンジ」を実施した。北名古

屋市では、平成 27 年度に健康日本２１（第二

次）北名古屋市計画の中間評価を控えている中、

KDBシステムを活用した事業評価、分析をした。

保健事業参加者の医療費分析によりその効果

を確認した。 

 e-stat、NDB を活用した「健康指標見える化

ソフト」の改訂：都道府県等が各地域の健康指

標を容易に可視化できるよう、e-stat、ナショ

ナルデータベース（NDB）を活用した「健康指

標見える化ソフト」の改訂を行った。今年度は

処理速度の向上等を図った。 

(8) 栄養・食生活のモニタリング及び食環境整

備に関する研究 

 WEB上に公開されている 47都道府県の健康増

進計画を閲覧し、以下の結果を得た。 

１．「主食・主菜・副菜を組み合せた食事」に

関連した目標設定をしている都道府県は、47都

道府県のうち 26件であり、うち 16件は、組み

合わせた食事が「１日２回以上の日がほぼ毎日

の者の増加」と国と全く同じ目標であった。こ

れらの現状値の把握と目標設定に用いられた

データは、すべて国と同様に質問紙調査による

住民の自己申告であり、県民・健康栄養調査の

食事記録を用いた定量的な分析を行って目標

を設定している県はなかった。今後は、「適切

な量と質の食事」の指標について、県民健康・

栄養調査を活用した定量的な検討を進めるこ

とが必要と考える。２．食環境に関する項目を

設定している県は、47 のうち 45 道府県であっ

た。そのうち、飲食店における健康メニューの

提供などの取組みを目標にあげていたのは 38

件であり、そのほとんどが店舗数を目標値とし

ていた。また、適切な栄養管理を実施する給食

施設の増加を目標にあげていたのは 22 件であ

った。平成 26 年秋に、国が「日本人の健康長

寿のための『健康な食事』のあり方検討会」報

告をまとめ、その中で、「健康な食事」の食事

パターンの基準と、それを国民にわかりやすく

示すためのマークを決定した。このことが、今

後の自治体の飲食店や食品企業を巻き込んだ

食環境整備にどのように影響するかは今後の

課題である。 



(9) 健康日本２１（第二次）に準拠した自治体

における身体活動・運動分野の取り組み 

 健康日本２１（第二次）における身体活動・

運動分野に関連した自治体の取り組みのうち、

筆者が策定や取り組みを支援もしくは関係し

た事例の一部を報告する。 

 長野県民にとって親しみのある方言である

「ずく」という言葉がもつ「面倒なことを敢え

てすること」や「まめに動くこと」といったニ

ュアンスが、日常生活の中での活動量を増やす、

という趣旨と合致することから、「ずく」を活

用した長野県独自の身体活動・運動ガイドライ

ンを策定した。 

 東京都では、都民自らが大都市での生活や就

労を通して負担感のない生活習慣の改善を実

践するためのキャンペーンを、関係団体と連携

し推進している。そのキャンペーンの普及啓発

のためのキャラクターとして、「ケンコウデス

カマン」を考案し、このうち身体活動・運動の

普及・啓発のための取り組みとして、池袋駅階

段広告事業を実施した。 

 地域における歩数計の携帯と歩数記録の奨

励による介入が、歩数を１日あたり 1,000歩増

加させ得るか否かを検討するために、住民に対

する地域介入事業を実施した。平成 24 年度と

25 年度の２年間にわたり、PDCA サイクルに基

づいた事業を実施し、２年目には市民の 9％に

相当する 7,250名の参加を得て、効果をあげた。 

 これらの取り組みは、以下の３点のように整

理できる。１）地域の暮らしや特性を考慮した

取り組み（地方型）、２）マスメディアや広告

を活用した取り組み（大都市型）、３）県から

の補助金を活用した市町村による取り組み

（PDCAサイクルによる取り組みの改善） 

(10) アルコール関連健康障害の保健指導と介

入に関する研究 

 健康日本２１（第二次）の飲酒分野における

３つの目標のうち「生活習慣病のリスクを上げ

る飲酒者をベースライン値より 15％低下させ

る」という目標を達成するための対策として、

保健・医療分野では、簡易介入（ brief 

intervention, BI）の広範な施行が重要視され

ている。 

 今年度は、人材育成を主眼に置き、上記簡易

介入の１日研修を、平成 26 年 8 月 8 日、およ

び平成 26 年 11 月 21 日の２回実施した。１回

目の研修には医師８名を含む 43名が受講した。

２回目の研修には、医師５名を含む 21 名が受

講した。今年度の研修では、昨年度と異なり、

他の研究班で作成した簡易介入の新しいツー

ルを使用した。また、研修参加者からのフィー

ドバックも資料としてまとめた。 

(11) 自治体におけるたばこ対策の推進に関す

る研究 

 自治体のほか、職域や保険者によるたばこ対

策の事例収集を行い、地域の３事例と職域の２

事例を好事例として選定した。好事例収集の基

準は、取り組み内容の一般化が可能であり、か

つ効果評価が実施され、取り組みの成果が顕著

と考えられるものとした。５つの好事例の内容

は、健診の場における禁煙支援の実施により、

従来の取り組みに比べて禁煙率が３倍に増加

した大阪府摂津市の事例、約 10 年に及ぶ地域

ぐるみの総合的なたばこ対策の実施により、全

国に比べて全年齢で喫煙率が低下した岐阜県

多治見市の事例、条例による受動喫煙対策を推

進した神奈川県と兵庫県の事例、健保や産業医

と連携した組織的な取り組みにより、喫煙率が

低下した古河電気工業株式会社千葉事業所と

ＳＣＳＫ株式会社の事例である。これらの事例

で用いられている効果的な取り組み方につい

て検討を行い、その検討結果を今年度本研究班

の全体研究として作成した「健康日本２１（第

二次）に関する実践マニュアル」の内容に反映

するとともに、事例集を本研究班のホームペー

ジで公開した。 

 日本における年齢階級・学歴・医療保険別の

受動喫煙格差の実態を明らかにするため、2010

年の国民生活基礎調査および国民健康栄養調

査をリンケージ（地域・世帯番号・性別・年齢

を使用してマッチング）した個票データを用い

て分析を行った。その結果、日本において男女



ともに非喫煙者の約４人に１人が家庭もしく

は職場においてほとんど毎日受動喫煙に曝露

されており、学歴などの社会的背景（低学歴層

のほか、若年層、男性の協会けんぽ層）に応じ

て受動喫煙の格差があることがわかった。今後、

受動喫煙の曝露の減少と受動喫煙の格差の縮

小を実現するためには、受動喫煙防止のための

法的規制の強化を進める必要がある。 

 

Ｄ．考 察 

 本研究事業では、全体研究と個別研究により、

以下の５点について調査研究を行った。 

① マニュアル作成と研修会などを通じた健康

づくり関連職種における普及啓発 

② 認知度調査や Facebook などを通じた国民に

おける普及啓発 

③ 健康日本２１（第二次）での目標や指標に関

する方法論上の検討とデータ解析 

④ 生活習慣や健康指標における格差の現状把

握と要因解明 

⑤ モデル地域での健康づくり事業の展開とそ

の評価 

 この５項目のそれぞれについて、本年度の達

成状況を検討したい。 

 第１項「マニュアル作成と研修会などを通じ

た健康づくり関連職種における普及啓発」では、

全分担研究者の協力により、健康日本２１（第

二次）に関する実践マニュアルを作成すること

ができた。さらに、その普及に向けた研修会を

実施したところ、多くの参加者から高い評価を

受けた。マニュアルや研修会資料は研究班ホー

ムページに公開されており、多くのアクセスが

ある。さらに、研究班ホームページでは、(1) 特

定健診データを用いたグラフ簡易作成システ

ム（特定健診データについて、年次推移や自治

体間比較などの結果をグラフ化するシステム）、

(2) 自治体等でのたばこ対策の推進に役立つ

ファクトシートや調査票等の資料（政策提言用

ファクトシート、地域や職域でのたばこ対策の

好事例集、たばこ対策の取り組み状況をモニタ

リングするための調査票とマニュアル）などが

掲載されている。このように本研究班は、健康

日本２１（第二次）の推進に向けて健康づくり

関連職種に対する情報提供を積極的に行って

いる。 

 第２項「認知度調査や Facebook などを通じ

た国民における普及啓発」では、平成 25 年に

比べて平成 26 年で認知度が有意に上昇したも

のは「健康寿命」（34.2％→49.3％）、「ロコモ

ティブシンドローム」（30.2％→35.8％）、「１

日の望ましい野菜の量＝ 350g」（ 41.6％→

50.1％）であった。その背景として、健康寿命

については、健康寿命の延伸を目指す政策の進

展、健康寿命の都道府県格差・20大都市格差（本

研究班の昨年度研究成果）に関するメディア報

道などが考えられる。ロコモティブシンドロー

ムについては、テレビＣＭや各自治体でのキャ

ンペーンなどが考えられる。また、「１日の望

ましい野菜の量＝350g」については、そのこと

をラベルに明示した野菜ジュースの販売によ

る影響が考えられる。 

 第３項「健康日本２１（第二次）での目標や

指標に関する方法論上の検討とデータ解析」で

は、国民生活基礎調査における回答漏れを防止

する措置が平成 25 年調査より開始されたこと

の影響を検討するため、橋本が平成 22 年と 25

年の国民生活基礎調査のデータを解析し、平成

22 年と 25 年の日常生活の制限あり割合は回答

なしによりほとんど影響を受けていないこと

が示唆されると報告した。これにより、健康寿

命（日常生活に支障ない期間）の年次推移を検

討することの妥当性が確認された。また横山は、

健康増進計画のモニタリング・評価のための既

存の資料やツール等を整理した。武見は、都道

府県健康増進計画における食物摂取及び食環

境の目標は、国が提示した目標とほぼ同様のも

のが最も多く、現状値や目標値の設定方法も国

に準じる傾向がみられると報告した。 

 第４項「生活習慣や健康指標における格差の

現状把握と要因解明」では、伊藤は平均睡眠時

間が５時間未満の者の割合は都道府県により

２倍近い格差があることを示し、山縣は父親の



教育年数が長くなるにつれて母親の喫煙が出

生体重に与える影響が小さくなる傾向がある

ことを報告し、中村は低学歴の者ほど家庭・職

場での受動喫煙曝露の割合が高くなることを

報告した。これらは、国民生活基礎調査や国民

健康栄養調査などの二次利用により得られた

知見であり、本研究班により健康格差の実態が

解明されてきた。今後は、さらに格差の実態を

解明するとともに、その要因を検討することが

必要と思われる。 

 第５項「モデル地域での健康づくり事業の展

開とその評価」では、宮地は長野県と東京都で

各地の文化・実状に応じた健康づくり事業を展

開して効果を得た。また、津下が愛知県内２市

において肥満等の生活習慣病対策の推進方策

を、環境面・保健事業面で検討した。これらの

取り組みは研究班会議において報告議論され、

さらに「健康日本２１（第二次）に関する実践

マニュアル」にも反映されている。 

 以上のように、本研究課題は当初の計画通り

順調に進捗している。最終年度にあたる来年度

においては、中間評価を視野に置いた方法論上

の検討、健康づくり事業の効果的な展開に向け

た提言、健康格差の要因把握と格差縮小に向け

た提言を行うものである。 

 

Ｅ．結 論 

 健康日本２１（第二次）の推進を研究者の立

場からサポートすることを目的に 10 名の研究

者で研究班を組織し、以下の結果を得た。 

１．健康日本２１（第二次）に関する実践マニ

ュアルを作成し、その普及に向けた研修会

を実施した。 

２．電話調査の結果、「健康日本２１」につい

て「意味を含めて知っている」または「聞

いたことはあるがよく知らない」と回答し

た者の割合は、13.6％であった。平成 25

年に比べて平成 26 年で認知度が有意に上

昇したものは「健康寿命」（34.2％→49.3％）、

「ロコモティブシンドローム」（30.2％→

35.8％）、「１日の望ましい野菜の量＝350g」

（41.6％→50.1％）であった。 

３．平成 22年と 25年の国民生活基礎調査デー

タの解析により、平成 22年と 25年の日常

生活の制限あり割合は「回答なし」による

影響をほとんど受けていないことが示唆さ

れた。これにより、健康寿命（日常生活に

支障ない期間）の年次推移を検討すること

の妥当性が確認された。 

４．父親の教育年数が長くなるにつれて母親の

喫煙が出生体重に与える影響が小さくなる

傾向があること、中村は低学歴の者ほど家

庭・職場での受動喫煙曝露の割合が高くな

ることなどが分かった。 
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